
伊是名村選挙管理委員会

投票できる時間帯については、投票に行かれる該当市区町村の選挙
管理委員会の勤務時間内となりますので、あらかじめ投票できる日
時を確認してください。

①不在者投票請求書兼宣誓書を記入します。（本人）

※注意

選挙人

②必須事項を記入し郵送します。

③投票用紙及び投票用封筒を滞在先へ郵送します。

"開封厳禁"の表示のある封筒を開けず
に、お近くの選挙管理委員会へ持参し
てください。

④お近くの選挙管理委員会で投票します。
（手続き終了です。）

滞在先での不在者投票のなが

投票用紙を伊是名村へ送付

伊是名村選挙管理委員会

〒905-0695

伊是名村字仲田1687番地22

ＴＥＬ：0980-45-2001


